
別表

公告 第２０２２－３５号 年度 令和４年度

区分 工事 工事（業務）番号 第０１８１号

名称

入札方法

発注区分

審査区分

最低制限価格

工種（業種）

等級

落札方式

完成期限又は工期

工事場所又は履行場所

内訳書提出

入札書比較価格

公告日

申請書受付期間

備考

　約約款【令和２年４月改定】（以下「約款」という。）による。

　とあるのを「令和５年３月３１日」と読み替えて契約締結する。

⑵　契約締結条件は、一般財団法人札幌市住宅管理公社建設工事請負契

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次頁へ続く】

　ただし、前払金の使途については、約款附則中「令和３年３月３１日」

　 なお、送信後は、メールが正常に到達したか否かを電話により契約担当部

　 までに電話がなかったものについては、回答対象としない。

　 へ確認（連絡先電話番号　０１１－２１１－３３８１）すること。質問の提出期限

⑴　 質問は、要綱様式７により、令和　４年　７月１３日（水）

　 済のものをＰＤＦにして添付。送信先アドレス　shimei@s-j-k.or.jp）すること。

入札書提出期限・送付先

期限までに到達しなかった入札書は無効とする

一般財団法人札幌市住宅管理公社　２階会議室

での事前申込（書式は自由）が必要。立会い参加希望者多数の場合は、

開札

電子メールの受信日時の先着５者までに限る

※簡易書留郵便以外の方法による提出（送付）された入札書及び提出

一般財団法人札幌市住宅管理公社　総務部　総務課　契約担当係

　札幌市中央区北１条西２丁目９番地オーク札幌ビル１階

令和  ４年　７月２５日（月）午前　９時１５分

※入札参加者の開札への立会いは原則行わない。特に立会いを希望する

入札参加者は、電子メール（送信先アドレス　shimei@s-j-k.or.jp）

一般競争入札等案件情報詳細（工事等）

手稲東中学校電気設備改修工事

事後審査型制限付郵送一般競争入札

単体企業

事後審査

有

電気

Ａ

最低価格

令和  ５年　２月２８日（火）

開札終了後から令和　４年　７月２６日（火）午後　４時００分まで

　午後　５時００分までに契約担当部へ電子メールで提出（記入・押印

札幌市西区西野２条５丁目

必要

２８,０８０,０００円（予定価格×１００/１１０）

令和  ４年　７月　６日（水）

送付先住所　（郵便番号０６０－０００１）

令和  ４年　７月２２日（金）午後　５時００分（簡易書留郵便必着）



　　職務を含む。）」に、約款第１２条第２項中「主任技術者（監理技

　　術者）」とあるのを「監理技術者等」と読み替えるものとする。

備考

　申出に対し、監督員が本工事について監理技術者補佐を配置し監理技

　　主任技術者をいう。以下同じ。）及び専門技術者」と、約款第１２

　　条第１項中「現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又

は専門技術者）と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の

　　職務を含む。）」とあるのを「現場代理人がその職務（監理技術者

　　等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の

　　して「監理技術者補佐（法第２６条第３項ただし書に規定する者を

　　いう。当該ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に限

　　る。以下同じ。）」の規定を置く。

　イ　約款第１０条第５項中「主任技術者（監理技術者）及び専門技術

　　者」とあるのを「監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は

  術者が特例監理技術者となることを承諾したときは、以下ア及びイに

  より、約款を読み替えるものとする。

  ア　約款第１０条第１項第３号を第４号に繰り下げたうえ、第３号と

⑶  契約締結後、当公社の関係規程等が改正され、かつ、受注者からの

　【前頁から続く】



事後審査型制限付郵送一般競争入札における入札書の送付方法等について 

【令和４年７月６日公告】 

 

 

一般財団法人札幌市住宅管理公社 理事長 

 

 

本件事後審査型制限付一般競争入札については、「事後審査型制限付郵送一般競争入札」の方

式により行いますので、入札公告等とともに下記事項を熟読し、参加してください。 

 

 

記 

 

 

１ 用語の定義 

  事後審査型制限付郵送一般競争入札とは、従来の入札参加者が入札会場に参集し入札書を

提出する方法と異なり、当公社が指定する日時までに、郵送により入札書を提出する方法によ

る一般競争入札のことです。なお、別に定めのない限り、必要な読み替えを行った上、一般財

団法人札幌市住宅管理公社競争入札参加者心得（以下「参加者心得」という。）等の諸規程が

適用されます。 

 

 

２ 入札書の送付方法等 

⑴ 入札書の書式 

   当公社ホームページに掲載している様式（参加者心得「別記様式２」に相当）又はこれに

準じたものとする。 

 

⑵ 入札書の記載事項等 

   入札公告等及び参加者心得によること。 

 

⑶  工事費（業務費）等積算内訳書 

  「別記２」に従い作成すること。 

 

⑷ 委任状 

   入札会場に参集する必要がないことから原則不要。ただし、代表者（法人である場合は、

事前に当公社へ届出のある支店又は営業所の長等を含む。）が作成し押印した入札書を提出 

できない場合は、委任状と受任者が作成し押印した入札書の両方の提出を要する。 

 



⑸  特定共同企業体協定書（対象となる場合に限る） 

「別記２」に従い作成すること。 

 

⑹ 郵送による入札書等提出用の封筒 

   外封筒（送付用封筒。長形３号 120ｍｍ×2354ｍｍ）の中に内封筒（長形３号以下。入

札書等を封入後、糊付けにより封緘。封印は作成見本のとおり。折り曲げ可）を入れ、郵送

する。封筒及び提出先（送付先）記入に際し、縦・横は問わない。 

 

  ア 外封筒（送付用封筒） 

    封筒の表面に「入札書在中」と朱書きし、下記の送付先へ別表の「入札書提出期限・提

出先」欄に記載された日時まで（必着）となるよう「簡易書留郵便」にて差し出すこと。 

 

【提出（送付）先】 

 郵便番号 ０６０－０００１ 

 札幌市中央区北１条西２丁目９番地オーク札幌ビル１階 

 一般財団法人札幌市住宅管理公社 総務部 総務課 契約担当係 

 

《封筒の表面記入例》 表面又は裏面に、差出人（入札者名称）を必ず記載すること。   

記載のない場合、当該入札書は無効とする。 

 

     ０６０－０００１ 

     札幌市中央区北１条西２丁目９番地 

      オーク札幌ビル１階 

     一般財団法人札幌市住宅管理公社 

        総務部 総務課 契約担当係 行  

      簡易書留  入札書在中 

 

    ※送付に要する費用は、差出人で負担願います。 

 

  イ 内封筒（入札書等を封入した封筒） 

    封筒の裏面（継ぎ目のある側を裏面とする。）に以下の事項を記載し、入札書及び工事

費（業務費）等積算内訳書を封入（委任状又は特定共同企業体協定書が必要な場合は、あ

わせて封入）後、封筒の貼り付け部分に代表者の入札使用印（委任状を用いたときは受任

者の印）で封印する。 

    ① 工事（業務）名称 

    ② 入札書提出期限 

 

切 手 



    ③ 入札者名称（法人の場合は法人名（特定共同企業体の場合は特定共同企業体名）の

みで可） 

 

《封筒の裏面記入例》 

 

        工事 (業務) 名称 : ●●ほか１施設▲▲保全業務 

        入札書提出期限 :  令和■年■月■日 

                                       封印  

                                       

        入 札 者 名 称 : 株式会社◯○エンジニアリング北海道支社 

 

 

 

 

４ 入札書の無効等 

次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴ 参加者心得「８ 無効入札」で規定するもの（参加者心得中「持参」は「郵送による提出」

と読み替える） 

 ⑵ 入札方法に違反して提出されたとき 

 ⑶ 「簡易書留」以外の方法で提出されたとき 

 ⑷ 提出期限までに到達しなかったとき 

 ⑸ 封印がなされていない内封筒（入札書等を封入した封筒）に入った入札書 

 

 

５ 開札 

事後審査型制限付郵送一般競争入札においては、「７ 開札」の規定を以下のとおり読み替

える。 

 

７ 開札 

 ⑴ 開札は、指名通知等により定めた日時及び場所で行います。入札書を提出（送付）し

た入札参加者の開札への立会いは原則行わない。立会いを希望する場合は、別表「開札」

欄で示す方法により、電子メール（メールアドレス shimei@s-j-k.or.jp）で当公社契

約担当係へ申し込むこと。 

 ⑵ 開札には、入札事務に関係のない公社職員を立ち会わせる。 

 

 

６ 入札金額が同額の場合におけるくじ引き 

事後審査型制限付郵送一般競争入札においては、「12 くじによる落札者の決定」の規定を

以下のとおり読み替える。 



  12 入札金額が同額の場合 

開札の結果、予定価格の範囲内で最低の入札金額で入札した者が２名以上いる場合は、

当該入札書送付時の簡易書留郵便の引受番号（お問い合わせ番号）の桁全てを利用して

付与する抽選番号により落札候補者の順位を決定し、最低の入札金額でない入札者が２

名以上いる場合についても準用する。 

なお、不測の事態が生じたときは入札に関係のない公社職員がくじを引き決定する。 

 

【簡易書留の引受番号による抽選番号の付与方法】 

入札参加者(無効な入札を行った者を含む。以下同じ。)の総数が、「偶数」か「奇数」か

により付与方法を変える。 

① 入札参加者の総数が「偶数」の場合 

（例）引受番号 「２１５３３８１４０１６」で、入札参加者の総数が４者 

  ※「引受番号」のうち、「各偶数」のみの和を付与する抽選番号とする。 

   (２＋８＋４＋６)＝２０………【付与する抽選番号】 

 

② 入札参加者の総数が「奇数」の場合 

（例）引受番号 「２１５３３８１４０１６」で、入札参加者の総数が５者 

  ※「引受番号」のうち、「各奇数」のみの和を付与する抽選番号とする。 

   (１＋５＋３＋３＋１＋１) ＝１４………【付与する抽選番号】 

 

【抽選番号が同じ場合の順位決定方法】 

参加者に付与した抽選番号の総和を入札参加者の総数で割って得られた値（少数点以下

は切捨て。以下「平均値」という。）との「開き差の絶対値（プラス・マイナスは不問）」

が小さい順から、第１位の落札候補者とする。 

なお、開き差の絶対値が同じ場合は、引受番号の数字（０を含む。以下同じ。）下１桁目

が最も小さい者（下１桁目が同じ数字となった場合は、下２桁目、下３桁目）の順により

数字が最も小さい者の順とする。 

 

（例）入札参加者の総数が５者で、５者の入札金額が同額の場合 

参加者Ａ ： 抽選番号  ７    ※参加者に付与した番号の総和 

参加者Ｂ ： 抽選番号 １７     ７＋１７＋２１＋２６＋４７＝１１８ 

参加者Ｃ ： 抽選番号 ２１    ※平均値 

参加者Ｄ ： 抽選番号 ２６     １１８÷５＝２３（少数点以下切捨て） 

参加者Ｅ ： 抽選番号 ４７ 

 

【次頁へ続く】 



                                

【前頁から続く】 

 

参加者Ａ ： 抽選番号  ７ → 開き差の絶対値 １６ → 第４位の落札候補者 

参加者Ｂ ： 抽選番号 １７ → 開き差の絶対値  ６ → 第３位の落札候補者 

参加者Ｃ ： 抽選番号 ２１ → 開き差の絶対値  ２ → 第１位の落札候補者 

参加者Ｄ ： 抽選番号 ２６ → 開き差の絶対値  ３ → 第２位の落札候補者 

参加者Ｅ ： 抽選番号 ４７ → 開き差の絶対値 ２４ → 第５位の落札候補者 

 

 

７ 再度の入札 

  予定価格範囲内の入札者がいなかった場合において、再度の入札を行うときは、関係する入

札参加者へ通知し、後日行います。 

 

８ 入札結果の公表 

  落札候補者へは電話等により結果を通知するので、指定された期日までに申請書を提出す

ること。それ以外の参加者については、開札日から起算して５営業日以内に公社ホームページ

上で公表するとともに、総務部総務課において閲覧に供する。 

以  上 


